難病法に基づく医療費助成制度及び業務の概要について

1. 制度の概要
難病法に基づく医療費助成制度は、指定難病にり患（診断基準を満たす）しており、その病状の程度が、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度である（重症度を満たす）者に対して、医療費の負担を軽減するための制度です。
制度の適用を受けると、指定難病にかかる医療費の一部が助成されます。助成の範囲や額は、患者の所得や病状に応じて異なります。また、月ごとの自己負担限度額が設定されており、それを超える医療費は助成されます。

2. 業務の概要（申請から認定までの流れ）
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3.　事業に係る執行事務の中でのシステムの役割
　　保健所から進達のあった申請について、地域保健課（大阪府庁）で審査等を行い、認定基準を満たすと判断された者について、その者の情報をシステムに入力し、特定医療費（指定難病）受給者証を発行しています。
　　また、本システムを用いて受給者の台帳管理等を行っています。
　　※記録項目
　　　氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、受給者番号、公費負担番号、氏名カナ、郵便番号、市町村名、申請者氏名、申請者氏名カナ、申請者郵便番号、申請者市町村名、申請者住所、送付先氏名、送付先カナ、送付先郵便番号、送付先市町村、送付先住所、疾患名、詳細疾患名、自己負担コード、自己負担額、高額療養費区分、保険区分名、保険者コード、保険者名、被保険者証記号、被保険者証番号、保険証続柄、被保険者氏名、軽症者特例、高額かつ長期、人工呼吸器装着、交付日、有効期間始期、有効期間終期、記事、申請区分名、保健所コード、保健所名、按分対象受給者番号、按分対象者氏名

4.　システムについて
　　パッケージシステムを大阪府用にカスタマイズしたシステムです。
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